
平成28年１月12日

国 土 交 通 省

建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令及び建築

基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について

Ⅰ 背景

建築基準法の一部を改正する法律（平成26年法律第54号）の一部の施行等に伴い、建

築基準法施行令（昭和25年政令第338号）について所要の改正等を行う必要がある。

Ⅱ 改正の概要

（１）定期報告を要する建築物等の指定

① 定期報告を要する建築物として、高齢者・障害者等が就寝する施設や不特定多数

の者が利用する施設で一定規模以上のものを定めることとする。

② 定期報告を要する建築設備等として、一定の昇降機及び防火設備を定めることと

する。

③ 定期報告を要する工作物として、遊戯施設等を定めることとする。

（２）伝統的工法の利用促進のための規制の合理化

伝統的工法により円滑に建築できるよう、地震による床組の変形防止方法等につい

て、基準を整備することとする。

（３）防火・避難に関する規制の合理化

屋根の燃え抜けが許容される建築物の対象、避難安全検証を適用できる建築物の対

象、非常用進入口の設置を要しない建築物の対象を拡大するなど、防火・避難に関す

る規制の合理化を図ることとする。

（４）その他の規制の合理化

① 型式適合認定を受けることができる型式の類型として、現行の建築設備を含めた

建築物の型式に加え、建築設備を除いた建築物の型式も認めることとする。

② 建築基準法（昭和25年法律第201号）第20条について既存不適格のまま増改築等

を行うことができる特例の対象に、超高層建築物（高さ60mを超えるもの）を追加

することとする。

Ⅲ スケジュール

閣議決定 平成28年１月12日（火）

公 布 平成28年１月15日（金）

施 行 平成28年６月１日（水）

問い合わせ先 住宅局建築指導課

電話：03-5253-8111（内線：39-534）

 

 


